
問　和水町選挙管理委員会　☎0968・86・5720
問　内閣府大臣官房政府広報室
☎　03･5253･2111（代表）　℻　03･3581･5769

チケットを
先行販売中！

　2019女子ハンドボール世界選手
権大会のチケットを先行販売して
います。世界注目の決勝、準決
勝、日本戦のチケットを特典付き
で購入できる大チャンスです！�

●先行先着販売日時
　２月３日日～６月20日木
●券種
　一日券（準決勝・決勝・日本戦）
　�各会場パッケージ券、ホスピタ
リティチケット
●先行先着申込特典
　大会オリジナルグッズ
●その他
　詳しくは�
●問
　チケットコールセンター
　☎050･5433･1080

●その他
�　�第32回全国健康福祉祭和歌山大
会（ねんりんピック紀の国わか
やま2019）への派遣選手は、本
大会の成績なども参考の上、選
考されます。
●問
　�一般財団法人　熊本さわやか長
寿財団　生きがい推進グループ
　☎096･354･3083
　℻096･354･3103

飼い犬には
狂犬病予防接種を！

　犬を飼っている方は、飼い犬を
お住まいの市町村へ登録し、毎年
１回狂犬病予防接種を受けさせる
ことが法律で義務付けられていま
す。お住まいの市町村で毎年４～
６月に狂犬病予防集合注射が行わ
れますので、広報紙などで日時や
会場を確認しましょう。予防注射
は動物病院でも接種できます。
　また、飼い犬が死亡したり飼い
主が変わったりしたときは、お住
まいの市町村に届け出が必要です。
●問
　有明保健所
　（玉名市、荒尾市、玉名郡）
　☎0968･72･2184

第31回熊本県
シルバースポーツ
交流大会参加者募集

　熊本さわやか長寿財団では、高
齢者の健康・生きがいづくりを目
的に、第31回熊本県シルバース
ポーツ大会（熊本ねんりんピック
2019）を開催します。スポーツ愛
好家の皆さま、奮ってご参加くだ
さい。
●競技種目
　�ゴルフ、ゲードボール、ペタン
ク、健康マラソン、グラウンド
ゴルフ、太極拳など16種目
●とき
　�５月８日水～６月９日日（予定）
　�競技種目の詳しい日程は、２月
中旬から各市町村等に送付する
パンフレットをご覧ください。
●ところ
　熊本県民総合運動公園　他
●参加資格
　�県内在住者で、2020年４月１日
時点で60歳以上の方（昭和35年
４月１日以前に生まれた方）
●参加費
　個人競技は１人1,000円
　�団体競技は種目により金額が異
なります。
●募集期間
　３月１日金～３月29日金
●申込方法
　�各市町村福祉課または教育委員
会などに置いてあるパンフレッ
トでお申し込みください。
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熊本県議会議員一般選挙
のお知らせ

政府広報があります

熊本県議会議員一般選挙が次のとおり行われます。

　内閣府では視覚障がい者などに向けて、国の施策や生活に役立つ情
報を分かりやすくまとめた、音声広報ＣＤ「明

あ
日
す
への声」、点字・大活

字広報誌「ふれあいらしんばん」を製作しています。インターネット
や、熊本県点字図書館で利用できます。

※期日前投票は、３月30日土
　から４月６日土まで
※�告示日の立候補届出において、
候補者数の数が定数を超えない
場合は、無投票となり投票は行
われません。

告示日     3月29日金
投票日   4月7日日

2019女子ハンド

政府広報オンライン

音声、点字、大活字で読める

詳しくは

平成30年12月26日、和水町原口の優愛代表石原武
司さんから町へ10万円の寄付をいただきました。

いただいた寄付は、「笑顔輝き　魅力あふれる和水
町」の実現と町の発展のために、大切に使わせていただ
きます。

ありがとうございました。

町の発展のために寄付

　平成31年４月１日から、春富集会センターを時間外に利用する場合、役場三加和総合支所住民課で、鍵の管
理（借用・返却）を行います。

※時間内･･･平日の午前８時30分から午後５時まで
　時間外･･･平日の午後５時から10時まで、土日祝日の午前８時30分から午後10時まで
※同日に複数の団体が使用する場合、一番早い時間に使用する団体が鍵を借り、一番遅い時間に使用する団体
が鍵を返却します。使用時間が同じ場合は、各団体で調整してください。

≪施設の予約≫
施設の予約は、時間内（平日の午前８時30分から午後５時まで）に、管理人（和水町商工会職員）に「使用
許可申請書」または「使用及び使用料の減免許可申請書」届け出てください。

問い合わせ先　総合支所　住民課　総務振興係　☎0968・34・3111

和水町春富集会センターの時間外の鍵の管理場所が変わります！

　果樹の産地間競争力を高めるため、下記のとおり果樹経営支援対策事業を実施します。

　事業を実施するうえで条件等があります。
　希望する方は、平成31年３月15日（金）までに、お問い合わせください。

問い合わせ先　総合支所　農林振興課　農業振興係　☎0968・34・3111（内線 721）

果樹農家の皆さまへ

優良品目・品種への改植を応援します！

果樹経営支援対策事業でまとまった改植を実施すると
未収益期間の栽培管理経費の支援を受けられます！
補助率：定額　5.5万円／10a×改植の翌年から４年分＝22万円／10a

事業内容 助成額 事業実施要件

改

植

・柑橘類から果樹への改植
　　みかん⇒みかん
　　みかん⇒栗・梅など

23 万円／ 10a（定額）
【対象者】
産地計画で位置づけられた担
い手

※その他条件有り

・梨のジョイント栽培への改植 32 万円／ 10a（定額）

・その他の改植
　（もも、栗、柿、ぶどう、梨など）

16 万円／ 10a（定額）

小規模園地整備（園内道の整備など） 事業費  1 ／ 2 以内

用水・灌水施設の設置 事業費  1 ／ 2 以内

〔 〔

平日の時間外に利用する場合 土日祝日に利用する場合

鍵
の
借
用

使用する日の午後１時から５時 15 分まで 使用する日の午前８時 30 分～午後５時 15 分まで

鍵
の
返
却

翌日の午前８時 30 分から正午まで

・使用する日の午後５時 15 分までに鍵の返却がで
きる場合
　使用する日の午後５時 15 分まで
・使用する日の午後５時 15 分までに鍵の返却がで
きない場合
　使用する日の翌日の午前８時 30 分から正午まで
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